
小田原市教育委員会定例会会議録 

 

１ 小田原市教育委員会２月定例会は、平成１７年２月１６日午後６時～午後７時３５

分、６０２会議室において開催された。 

 

２ 出席した教育委員の氏名 

１番委員  島 田 祐 子 

２番委員  江 島   紘 

３番委員  桑 原 妙 子 

４番委員  安 藤 實 英 

５番委員  横 田 俊一郎（報告第４号終了時で所要のため退室） 

３ 説明等のため出席した教育委員会職員の氏名 

学校教育部長        石 嶋  襄 

生涯学習部長        白 木  章 

学校教育部次長       寺 山 大 機 

生涯学習部次長       今 村 清 晴 

教育総務課長        杉 崎  公 

学校教育課長        大 場 得 信 

学校保健課長        山 本 孝 夫 

教育研究所長        下 澤 禮 二 

生涯学習課長        大 木 重 美 

青少年課長         市 川 皓 三 

文化財保護課長       塚 田 順 正 

スポーツ課長        大 川 隆 一 

図書館長          大 木  徹 

学校教育課長補佐（学事）  青 木  昭 

学校教育課長補佐（指導）  椎 野 美 乃 

（書記） 

教育総務課総務担当主査   関 野 憲 司 

教育総務課主査       田 代 勝 美 
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４ 議事日程 

日程第１ 報告第１号 事務の臨時代理の報告について（平成１６年度３月補正予

算） 

日程第２ 報告第２号 事務の臨時代理の報告について（平成１７年度当初予算） 

日程第３ 報告第３号 事務の臨時代理の報告について（小田原市市民学習フロア

条例） 

日程第４ 報告第４号 事務の臨時代理の報告について（小田原市公民館条例の一

部を改正する条例） 

日程第５ 議案第１号 通学区域の弾力的運用について 

日程第６ 議案第２号 ２学期制研究実践校の学期及び休業日の承認について 

 

５ 議事の概要 

（１）委員長開会宣言 

 

（２）１１月定例会の会議録承認…横田委員報告 

 

（３）会議録署名委員の決定…島田委員・桑原委員に決定 

 

（４）日程第１ 報告第１号 事務の臨時代理の報告について（平成１６年度３月補正

予算） 

提案理由説明…教育長・学校教育課長・学校保健課長・青少年課長・文化財保護課長・

図書館長 

江島教育長 …それでは、報告第１号「事務の臨時代理の報告について」を御説明申し

上げます。市議会３月定例会に係る教育委員会関係の補正予算案につい

て、市長に対し意見の申し出をいたしました。これは、小田原市教育委

員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第１４号に基づく当

会議の付議事項でありますが、急施を要し、会議を開くことができませ

んでしたので、同規則第４条第１項の規定により、事務を臨時に代理さ

せていただきました。従いまして、同条第２項の規定により、御報告す

るものでございます。細部につきましては、所管課長から御説明申し上
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げます。 

学校教育課長…事務局費の障害児教育経費におきまして、歳入にあります寄付金を財源

として、寄付者のご意志に沿うべく、障害児教育に役立てるように個別

式知能検査用具購入費を計上いたしました。 

学校保健課長…学校給食経費において大窪小学校の給食調理業務委託に係る委託料を債

務負担行為を設定し計上したものであります｡ 

青少年課長 …引き続きまして、青少年課関係の補正予算について、ご説明申し上げま

す。（項）社会教育費（目）青少年対策費の放課後児童クラブ等育成経費

に関わります教室等改修工事請負費につきましては、内容にも記載して

ございますように、４箇所の工事関係経費でございます。初めに、下曽

我小学校につきましては、新設でございますが、保護者等からの設置要

望がございまして、小学校と調整しておりましたが、学校側の了解が得

られましたので、４月の開所に向け、現在の教室をクラブ室に改修する

ための必要な経費を計上したものであります。次に、上府中地区につき

ましては、現在、千代小学校で放課後児童クラブを開設しておりますが、

上府中地区の住宅の増加に伴い子どもの数が増え、千代小学校のクラス

数の増加などによりまして、学校内での開所が難しくなりました。そこ

で、周辺の施設等の検討もいたしましたが、スペース的にも不可能なこ

とから、千代中学校へクラブの開設をお願いいたしましたところ、了解

を得られましたので、移設に必要な経費を計上いたしたものでございま

す。次に、前羽小学校につきましては、現在、前羽小学校区のクラブと

して、前羽福祉館で開設しておりますが、この前羽福祉館は、前羽小学

校から交通量の多い国道１号を横断しなければならないこと、また海岸

に近い施設ということもございまして、台風の時など、高波が打ち付け

ると、その都度、小学校へ避難するということもございます。このよう

なことから、子ども達の安全を考え、前羽小学校での開設を学校へお願

いしましたところ了解されましたので、移設のための経費を計上いたし

たものであります。次に、山王小学校につきましては、現在のクラブ室

が狭いということもございまして、部屋に固定されている棚を撤去いた

しまして、面積を広げ、環境整備を図るために必要な経費を計上いたし
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たものであります。以上で、青少年課関係の補正予算の説明を終わらせ

ていただきます。 

文化財保護課長…昭和６２年から５年かけて市内１０４箇所に整備した歴史的町名碑の

うち、小田原高校とテニスコートの間の１本が、昨年１２月２０日に車

による当て逃げと思われる事故で破損しました。被疑者不詳であります

ことから復旧に係る経費を文化財保護経費において計上したものです｡

緊急調査経費が当初の見込みを上回りそうなことから、２分の１補助の

国庫補助金等を財源に文化財調査経費を計上しました。 

図書館長  …川崎長太郎先生が夫人と結婚して以降執筆した草稿１６点を購入するも

ので､平成１７年度が川崎先生没後２０年に当たることから､文学館の特

別展でこれらの草稿のほか先生の遺品の寄託を受けて特別展を開催した

いと考えており、常設展示の中でも活用していきたいと思います｡川崎先

生は､抹香町もので根強い人気があり､最近も文庫が発刊されています｡

また､こういう状況にあることから､先生の草稿も売買されており､これ

だけまとまったものが散逸しないうちに購入する必要が生じ､緊急性が

あることから補正予算で購入しようとするものです｡ 

 

（質疑・意見なし） 

 

（５）日程第２ 報告第２号 事務の臨時代理の報告について（平成１７年度当初予算） 

提案理由説明…教育長・教育総務課長・学校教育課長・学校保健課長・教育研究所長・

生涯学習課長・青少年課長・文化財保護課長・スポーツ課長・図書館長 

江島教育長 …それでは、報告第２号「事務の臨時代理の報告について」を御説明申し

上げます。市議会３月定例会に係る教育委員会関係の平成１７年度当初

予算について、市長に対し意見の申し出をいたしました。これは、小田

原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第１４号

に基づく当会議の付議事項でありますが、急施を要し、会議を開くこと

ができませんでしたので、同規則第４条第１項の規定により、事務を臨

時に代理させていただきました。従いまして、同条第２項の規定により、

御報告するものでございます。細部につきましては、所管課長から御説
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明申し上げます。 

教育総務課長…学校教育部における平成１７年度予算は 2,866,722 千円で対前年度比

635,881 千円１２８．５％の増で主な要因は三の丸小プール及び白山中

テニスコート取得に伴う小・学校建設費 535,457 千円の増であります｡

教育総務課の主な事業は、小学校耐震診断・補強設計委託及び工事（校

舎・屋内運動場）、小学校便所改修工事、小学校外壁改修工事、小学校空

調設備整備（管理諸室・パソコン室）、保健室については、市民の選択に

よる財源配分事業で、これは市民税の１％相当額（約１億円）を次の３

つの分野に重点配分するもので、学校教育の充実として、27,000 千円を

保健室空調設備整備事業に計上しております｡他に、校舎リニューアルモ

デル事業（白山中）、三の丸小学校屋内プール取得、中学校普通教室暖房

設備整備、白山中テニスコート用地購入、中学校外壁改修工事、中学校

梁・天井改修工事等です｡ 

学校教育課長…学校教育課につきましては、平成１６年度予算 319,316 千円に対しまし

て平成１７年度予算は 365,185 千円で 45,869 千円の増となっており、増

額の主な要因としては、事務局費におけるスタディ・サポート・スタッ

フの小学校２年生への拡充に伴う賃金増と、小学校における教科書採択

替えに伴う教師用指導書等の図書購入費です。続きまして主な事業の概

要について説明します。まず始めに「特別支援教育推進事業」につきま

しては、情緒的な問題のため、学校生活に十分対応できない児童・生徒

に関する相談機関として、平成１５年度に特別支援教育相談室「あおぞ

ら」を、平成１６年度には個々の能力・特性に応じた指導を通級という

形で受けることのできる情緒障害児通級指導教室「フレンド」を現在酒

匂小学校に開設しておりますが、これを継続実施すると共に、各小・中

学校に必要な介助員の配置等進めてまいります。次に、｢国際理解教育推

進経費｣につきましては、国際化が進むなかで、英語学習への興味関心を

育てたり、国際的視野を持つ児童・生徒を育成するため、従来よりアメ

リカのノーマン市教育委員会などから推薦された外国語指導助手４名を

中学校に講師として派遣しておりましたが、このうち２名につきまして

は外部委託化を図るものです。次に｢特色ある教育課程推進事業｣につき
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ましては、平成１４年度から実施しております事業ですが、校長の強い

リーダーシップの下、学校の創意工夫を生かした学校経営を目指して、

子どもや地域の実態を生かした特色ある教育課程を編制し、授業実践等

に生かすと共に、その成果を市内の各学校及び市民に公開する学校づく

りを推進しようとするもので、平成１７年度も引き続き事業を継続する

ものです。次に、「少人数学級編制推進事業費」につきましては、学校生

活のルールに適応するための基礎的な生活習慣の確立及び基礎基本の徹

底による学力の定着の充実を図るため、市内小学校１学年で少人数学級

を現実することから、県から少人数指導教員として派遣されている教員

を学級担任とし、少人数指導教員の不足分を市負担の臨時職員（教員）

で雇用し、実施予定校に市負担教員を配置しようとするものです。これ

に併せまして、次の「スタディ・サポート・スタッフ事業費」 につきま

しては、小学校１年生につきましては本年度同様３０人を超え、３５人

以下の学級のある小学校に１名配置し、さらに平成１７年度から小学校

２年生につきましては新たに３５人を越える学級のある小学校にも１名

配置し、少人数学級編制推進事業とともに、スタディ・サポート・スタ

ッフ事業の拡充を図るものです。また、次の「個別指導支援スタッフ事

業費」につきましては、本年度まで国の「緊急地域雇用創出特別交付金」

として実施しておりましたが、本年度までの３年間の実施成果も上がっ

ておりますことから、平成１７年度におきましては本市の単独事業とし

て継続し、小学校３年生以上にスタッフを派遣するものです。次に、新

規事業「おだわらっこドリームシアター開催費」につきましては、子ど

もたちが質の高い芸術・文化作品に触れ・体感することにより、芸術・

文化に対する豊かな感性や感覚を持つ心を育てることを目的に、平成 

１８年２月に小田原市民会館で開催予定です。内容としましては、劇団

「四季」に公演を委託し、「人間になりたがった猫」を午前・午後の２回

に分け、市内小学校４年生全員を対象に実施するものです。次の新規事

業「郷土の偉人・産業・文化学習事業費」につきましては、郷土に対す

る愛着を持つ心を育てることにつなげるため、歌集「おだわらっこ心の

ハーモニー」作成事業として、小田原ゆかりの曲を集めた歌集を作成し、
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新たに入学する小学校１年生に配布するものです。次の新規事業「キャ

リア教育推進事業費」につきましては、児童生徒一人一人の望ましい勤

労観・職業観及び職業に関する知識や技能を身につけさせ、それぞれに

相応しいキャリアを形成していくために必要な意欲や態度を育てるため、

学校における職場見学・職場体験活動や社会人の活用による講演・指導

などを具体的に推進するものです。次の新規事業「学校安全アドバイザ

ー派遣事業費」につきましては、全国的に学校への不審者侵入事件等が

多発する中で、市内の各学校・幼稚園における安全対策について、警察

官ＯＢ等の専門家の目から見たチェックとアドバイスをしていただき、

安全管理・防犯対策の充実を図るための点検・指導を依頼するものです。

次に、「学校教育サポート・ボランティア事業費」につきましては、従来

の学生ボランティアの活用に加え、子どもたちを育てていくために必要

な学校・家庭・地域の連携をサポートする「学校地域連携コーディネー

ター」の活用を図り、３者がより強く一体となって児童・生徒の学習や

生活を支援する環境づくりを進めるものです。次に、「学力向上対策事業

費」のうち、新規事業「土曜講座運営費」につきましては、土曜日を中

心に、児童・生徒の学習への興味関心を高め、基礎的・基本的な学力の

定着を図るために、国語・算数（数学）・英語の教科を対象に、講座を開

催するものです。次に、新規事業「学校運営協議会制度推進事業費」に

つきましては、地域の実情、要望等を踏まえた特色ある学校の創造に向

け、地域と学校との連携を進める中で、学校運営協議会制度について実

践的に研究するものです。次に、「こどもコミュニティなりわい体験事業

費」につきましては、おだわらルネッサンス関連事業でございまして、

地元事業者の地域コミュニティ参加を促すと共に、その協力のもと小学

生が地元の農業・工業・商業を総合的に体験し、地域やそこに根づく産

業に関心を持つことにより、次世代の育成を図るものです。次に｢ハート

カウンセラー派遣事業｣につきましては、児童の問題行動の低年齢化や多

様化にともない、児童の不安や悩み、保護者や教職員が抱える様々な問

題の相談に応じる為、小学校に週１回４時間の割合で、ハートカウンセ

ラーを派遣するものです。次に「部活動外部指導者活用事業」につきま
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しては、中学校の部活動に対し、学校の実情に合わせ、顧問の協力者と

して技術面の指導を中心に行う部活動外部指導者を派遣するもので、引

き続き実施するものです。以上で、学校教育課の平成１７年度における

主な事業の概要についての説明を終わります。 

学校保健課長…それでは、学校保健課所管の当初予算概要についてご説明申し上げます。

お手元の資料の２ページをご覧いただきたいと存じます。学校保健課に

つきましては、合計欄にありますように、前年度比約０.６４％増となる

５億８，１６０万３千円が平成１７年度予算要求額となりました。それ

では、主な内容についてご説明いたします。まず、児童・生徒健康診断

事業につきましては、学校保健法に基づき、児童･生徒及び園児の結核、

心疾患、腎疾患、脊柱側わん症などの検診を始め、教職員の健康診断や

就学時の健康診断などを行うものでございます。検診対象となる児童生

徒や教職員数の減少が見込まれること、検査手数料単価の減額が図られ

ることなどから、前年度比約３.１％の減額となります３，９２７万円が

要求額となっております。次に、学校災害共済金給付事業でございます。

災害共済金給付制度は、学校管理下で発生した児童生徒幼児の事故や疾

病に係る医療費などが、独立行政法人日本スポーツ振興センターから給

付されるもので、この給付金は、市町村からの負担金などで成り立って

おります。平成１７年度には、この負担金額が増額改定されることから、

前年度比約１１.４％増、金額にして１６５万４千円の増額となります 

１，６１３万７千円が要求額となっております。次に、要保護・準要保

護児童生徒援助事業は、生活保護世帯及び準要保護世帯の児童生徒に対

し、医療費、めがね代、給食費を援助するものでございます。来年度の

援助対象となる児童・生徒の見込み数が、今年度当初予算での見込み数

に比べて増加することから、来年度予算の要求額は今年度に比べ３.３％

増である４，４０８万７千円となっております。次の学校給食地産地消

事業は、学校給食に、小田原で生産された農作物や水産物を積極的に取

り入れることで、地元食材の生産・加工・流通行程や、食の安全・栄養

に関する学習機会を児童生徒に提供するもので、「食に関する教育」の充

実を図るとともに、郷土を愛する心を育てていこうとするものです。具
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体的な内容としては、地場産品の使用率を高めるための献立の研究、或

いは、県水産課・蒲鉾水産加工業協同組合・塩干水産加工業協同組合な

どと協同開発をした「地場産メニュー」の学校給食への導入などが挙げ

られます。なお、地場産メニューとして、今年度には、アジハンバーグ、

アジ・カマスの干物、アジ・カマスの醤油干し等を開発し、これらにつ

いては既に学校給食での使用を開始しております。また、来年度には、

「骨まで食べられる魚メニュー」の開発に取り組む考えでございます。

次の給食調理業務委託は、給食運営の合理化を図るため、調理業務の民

間委託を実施していくもので、平成１４年度から橘学校給食共同調理場、

平成１５年度からは豊川及び国府津の学校給食共同調理場に導入いたし

ました。そして、平成１６年度はこれら３つの共同調理場に加え、単独

調理校である千代及び富士見小学校の給食調理業務においても民間委託

を実施いたしましたが、来年度はさらに、大窪小学校での給食調理業務

を民間委託いたします。３つの共同調理場及び千代・富士見・大窪小学

校での調理業務委託料における１７年度予算要求額は合計で１億 

１，４８５万４千円。前年度比８７７万９千円の増額となっております。

なお、大窪小学校の調理業務委託により、正規及び臨時調理員の人件費

削減が図られますので、調理業務委託料と人件費削減分との差し引き額

として見込まれる２６０万円あまりが、大窪小学校調理業務委託化に伴

う経費節減効果となります。また、大窪小学校調理業務委託の導入につ

いては、その準備期間を確保するため、平成１７年３月議会において、

「平成１６年度補正予算による債務負担行為の設定」を議案提出いたし

ましたところ、本日の本会議で承認をいただきました。そのほか、調理

委託業務の契約につきましては、既に業務委託を実施しております、橘・

豊川・国府津の共同調理場と千代及び富士見小学校の単独調理校におい

ては、安全衛生面、学校給食の安定供給の観点、或いは保護者からの要

望等に考慮し、今年度の契約業者と随意契約（単独見積り）を行います

が、大窪小学校の調理業務については指名競争入札での委託業者決定を

考えております。平成１８年度以降の調理業務委託については、今後の

正規調理員の退職状況等を勘案しながら、対応してまいります。次に、
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給食食器改善整備事業につきましては、前年度に引き続き、小学校３校

のランチルームで使用する小田原木製食器の汁椀と収納用備品類を整備

し、日本型食習慣の育成と小田原の木の文化や地場産品について学ぶ機

会を作り出していこうとするものでございます。最後に、環境教育推進

事業でございますが、こちらは、生ごみ処理機の利用を通し、環境教育

の推進を図ろうとするものでございます。生ごみ処理機については、既

に、新玉・曽我・下府中・報徳の各小学校への設置がなされております

が、来年度は、久野小学校への設置をいたします。以上で、学校保健課

所管の予算についての説明を終わらせていただきます。 

教育研究所長…教育研究所の１７年度予算についてご報告申し上げます。予算の総額は

４２，３４１千円で前年度より、１７２千円減となっております。１７

年度研究研修事業として、５つの共同研究を予定しております。①二宮

尊徳読み物資料の作成に関する研究です。小学校の研究員４名でおこな

います。この研究は尊徳没後１５０年（平成１８年）に向けて、小学生

向けの読み物資料作成に向けた研究を進め、１６年度作成の資料は、庁

内印刷により小学校４年生に配布し、同時に研究所のホームページ上で

公開し市民の方々が自由に活用できるようにしていきます。１７年度に

その資料の有効活用を図るために指導資料を作成するものです。②特別

支援教育に関する研究で（研究員は小学校２名 中学校２名で構成しま

す）この研究は１５年度に研究所で取り組んできた研究の資料を基に、

各学校における、新しい特別支援教育の取り組み方についての研究を引

き続き進めていきます。③学校生活実態調査で（研究員は小学校２名  中

学校２名です）１５年度小・中学生３０００人を対象に学校生活におけ

る実態調査を実施しましたが、本年度は、子ども達の様子が保護者、教

師にどのように映っているかを､保護者・教師を対象に調査し、子どもの

意識と大人の見方との違いを明らかにしていく調査研究を引き続き進め

ていきます。④評価・評定に関する研究（研究員は小学校８名  中学校

９名）小田原市の児童・生徒の指導に生かすための評価規準作りに取り

組みます。１６年度に小学校国語・社会・算数・理科、中学校社会・数

学・保健体育を対象にし、１７年度残りの教科を対象にして、小・中学
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校の全教科にわたり作成していきます。⑤教育ネットワーク活用に関す

る研究（中学校２名）小田原の小中学生のホームページ「おだわらキッ

ズシティー」の充実と、学校における情報教育の活性化につながるコン

テンツ（新しいホームページ）作りをしていきます。さらに相談事業で

すが、その一つにスクーリング・サポート・ネットワーク整備事業（Ｓ･

Ｓ･Ｎ）がございます。この事業は文部科学省から県を通して委託されて

いる事業です。これは学校・地域・家庭とのネットワークを構築するこ

とにより、不登校児童生徒に対する地域ぐるみの効果的な支援の在り方

を探る事業でする。それにより不登校児童生徒を減少させることをねら

っております。訪問指導員賃金､旅費等、講師招へいのための費用、消耗

品費など１，０４５千円ほど委託料をいただいております。また、教育

相談指導学級を２教室運営しております。不登校児童・生徒に対応する

ため、しろやま教室とマロニエ教室で適応指導を行っております。その

他「刊行事業」を行っております。例えば「小田原の自然」学習ガイド

ブック､郷土読本「小田原」等の印刷製本費などです。以上、１７年度教

育研究所の予算は４２，３４１千円となります。 

生涯学習課長…引き続きまして、生涯学習課所管の主な事業につきまして御説明申し上

げます。恐れ入りますが、お手元の資料３ページを御覧いただきたいと

存じます。最初に、成人教育事業につきましては、家庭教育力活性化講

座やおだわらシルバー大学など、市民ニーズや社会ニーズに応じた様々

な生涯学習事業を実施し、市民へ多様な生涯学習の機会を提供してまい

ります。次の全国童謡フェスティバル事業につきましては、平成１８年

度に第３回「全国童謡フェスティバル」を開催するに当たり、実行委員

会を設置し、企画内容等について検討してまいります。次に、キャンパ

スシティ事業につきましては、おだわらルネッサンス推進事業として位

置付けましたプロジェクトでございまして、既存の生涯学習事業を総合

化し、一定の受講によって市独自の単位を認定する「おだわら市民学園」

事業のほか、小田原の地域資産活用について学生に研究を委託するキャ

ンパスシティ地域資産活用研究事業を実施してまいります。次の市民学

習フロアの運営につきましては、３月中旬に小田原駅前ビル４階に市民
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学習フロア開設し、市民の芸術文化・学習活動の場を提供してまいりま

す。次に、中央公民館及び国府津公民館等の運営のうち、月曜開館の実

施でございますが、平成１７年４月から、公民館におきまして、定期休

館日に定めておりました月曜日を開館し、市民のさまざまな生涯学習活

動をより支援するとともに、生涯学習施設等の利便性を高め、市民サー

ビスの向上を図ってまいります。次に、郷土文化館・分館松永記念館事

業のうち、松永記念館特別展「茶人の書」につきましては、平成１７年

度に郷土文化館が開館５０周年を迎えるため、茶の湯に親しんだ松永耳

庵にちなみ、小田原の茶道文化に影響を与えた千利休以降から近代の数

寄茶人まで、著名な茶人の書を一堂に集め、そこに見る茶人としての心

や人となりなどを紹介する記念特別展を開催するものでございます。次

に、尊徳記念館事業のうち、二宮尊徳説明資料の作成につきましては、

平成１６年度専門機関に委託した尊徳関係資料の調査研究成果を元に、

尊徳の事績や教えをわかりやすく解説したパンフレットを新たに作成し、

市内全中学生に配布いたすためのものでございます。以上で生涯学習課

の主な事業についての説明を終わらせていただきます。 

青少年課長 …引き続きまして、青少年課の当初予算のうち、主な事業につきまして、

ご説明申し上げます。青少年対策費につきましては、総額１億４千４百

６万２千円でございまして、前年比約１．１パーセントの増額となって

おります。はじめに、放課後児童クラブ等育成経費でございますが、児

童の健全育成を図るため、保護者の就労等により、放課後適切な保護を

受けることができない児童（小学校１年生から３年生まで）を預かる事

業に係る経費を計上いたしたものであります。平成１７年度は、先ほど

補正予算のところで、ご説明いたしましたが、下曽我小学校に開設を予

定しておりますので、これによりまして、２４小学校区に放課後児童ク

ラブが設置されることになります。なお、この事業につきましては、国・

県の補助金及び保護者の負担金を財源に実施するものであります。次に、

団体育成経費でございますが、２５地区にございます地区健全育成組織

への活動助成、また小田原市子ども会連絡協議会への活動費の助成、或

いは子ども会球技大会、ふれあい子どもフェスティバル、今市市子ども
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会との交流事業の委託等に係る経費を計上いたしたものであります。次

の、体験学習経費につきましては、少年少女オーシャンクルーズの開催

経費でございまして、この事業は、洋上での共同生活の中で協調性や連

帯感を養うとともに、自然とのふれあいを通して自然を愛する心や、学

校・学年を越えた交流を通じて、助け合いの心と、指導力を持つ青少年

を育成することを目的として、２泊３日の洋上研修のほか、事前・事後

研修等、年間を通して実施する事業でございまして、平成１７年度で 

１２回目を迎えます。次に、地域環境浄化経費につきましては、青少年

に好ましくない環境を早期に発見し、その浄化活動を行うとともに、優

良な環境の整備を図るため、青少年環境浄化推進委員協議会への助成や

環境浄化活動に対する謝礼、また、青少年健全育成に資するための講演

会、薬物乱用防止のためのチラシの印刷等の関係経費を計上いたしたも

のであります。次に、諸施設費の青少年の家運営経費につきましては、

５百５１万円でございまして、前年比４万円の増額となっておりますが、

施設管理に必要な点検委託料、また施設の維持修繕料等を計上いたした

ものであります。以上で、青少年課に関わります平成１７年度当初予算

の説明を終わらせていただきます。 

文化財保護課長…史跡小田原城跡本丸・二の丸整備事業は、先般ご報告した計画の皮切り

として馬屋曲輪を整備しようとするものです｡史跡石垣山保全対策事業

は、豊臣秀吉築城以来４００年が経過し、石垣等の崩落防止の措置を講

ずるため保全対策を図ろうとするものであり、指定文化財等保存・修理

事業は、市内に１２７点ある国県市指定文化財の所有者が修理する際、

補助するものであります｡埋蔵文化財調査公開事業は、緊急発掘調査・

遺物整理・遺跡発表会等に係る経費を計上したものです｡ 

スポーツ課長…それでは、スポーツ課の平成１７年度当初予算の概要について、説明さ

せていただきます。まず、保健体育総務費でございますが、スポーツの

振興、競技力の向上等を目指しまして、市駅伝、実業団駅伝、市民総合

体育大会の開催並びにかながわ駅伝、県総合体育大会への選手派遣経費、

そして、平成１７年度は、今市市に派遣となりますスポーツ少年団交流

事業などに要する経費。また、ウオーク大会開催につきましては、引き
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続き「西さがみ連邦共和国」として，西さがみの歴史、文化、自然を楽

しんでいただくとともに、友情と絆をテーマとし、第７回城下町おだわ

らツーデーマーチの実施経費。さらに、生涯スポーツ推進事業でござい

ますが，文部科学省で推進しております「総合型地域スポーツクラブ」

の創設に向けての研究及び誰もが参加できる生涯スポーツとして、ニュ

ースポーツの振興などの経費を計上したものでございます。次に、体育

施設費でございますが、小田原アリーナをはじめ、各スポーツ施設の管

理運営に必要な経費を計上したものでございますが、主なものとしまし

ては、小田原アリーナ運営経費では、防犯カメラの設置工事や非常用バ

ッテリーの交換経費、また、小田原テニスガーデン運営経費では、４月

より施設予約システムを導入することに伴い、従来、小田原アリーナで

行っておりました使用料の受領を、テニスガーデンにおいて直接、使用

料の支払いをしていただくため、券売機の設置経費。さらに、スポーツ

施設の利便性の向上を図るため、定期休館日としておりました、月曜日

を平成１７年４月から開館してまいりますので、関係経費を計上したも

のでございます。以上でスポーツ課の平成１７年度予算概要の説明を終

わらせていただきます。 

図書館長  …図書館については､前年度に比べ１，３４１万７千円の減額で、月曜開館

については､５１日間の開館日数の増加になります。カウンター業務委託

については､これまで司書資格を有する図書館嘱託員を６人採用し、対応

してきたが､この６人をそのまま公益事業協会の職員として身分変更し

委託化することになりました｡これにより、かもめ図書館では２階の視聴

覚を含めてカウンターの全委託化が終了します。文学館特別展について

は､先ほど補正予算で説明したとおり､川崎長太郎先生没後２０年展を､

購入した草稿等により開催したいと考えています｡小田原文学館観桜会

については､４月３日に文学館で開催する予定で、委員には後日招待状を

発送させていただくので､ご予定についてよろしくお願いします。地域史

料･図書館資料の保存と公開については､市史編さん事業を図書館が引き

継いだことに伴い､編さん事業で収集した歴史資料や図書館が元々所有

していた古絵図や特別集書を､地域資料室で一元的に管理し､整理すると
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ともに公開していきたいと考えています。図書館ボランティア活動の支

援については､かもめ図書館には「かもめ図書館フレンズ」というボラン

ティア組織があり､会員数としては９０人がいます｡また､本館について

は今年度募集し､２０人ほどの登録者がいます。これらの人たちには配架

作業等ボランティア活動をしていただいており､今後も支援をしていき

ます。図書館コンピュータシステム借上料については､（仮称）富水･東

富水・桜井地域センターが１７年度の秋ごろに完成しますが､そこにも図

書室が設けられることになるため､こことの図書館システムのオンライ

ン化経費を含めて､ネットワークのためのシステムの更新をするもので

あります｡図書館資料及び視聴覚資料等の購入については､本館､かもめ

図書館､自動車文庫､視聴覚ライブラリーで提供する本等の購入を継続し

て行おうとするものです｡ 

島田委員  …社会教育総務費１６８．９％増の主な要因は何ですか。 

生涯学習課長…主なものは、市民学習フロア管理経費、月曜開館関係経費、地区公民館

建設費補助金です。 

桑原委員  …公民館、図書館等は休館日がなくなるのですか。 

生涯学習課長…定期休館日として年末年始、月１回の館内整理日等は残ります。 

生涯学習部長…全ての月曜を開館するのではなく、アリーナ、図書館、中央公民館の大

きな３施設は月１回最後の月曜にメンテナンスのため休館し、それ以外

の月曜は開館します。 

安藤委員長 …学力向上対策事業は、所謂、補習ですか。 

学校教育課長…土曜講座は２つで、１つは民間企業に外国語指導助手講師派遣を委託し

英語を楽しく学ぶ英語講座、もう１つは国語算数等基礎学力の向上を目

指す（仮称）サタディチャレンジ教室です。 

島田委員  …講師はどんな人物ですか。 

学校教育課長…（仮称）サタディチャレンジ教室は、ボランティアの先生、先生ＯＢ、

学生ボランティア等を考えております｡ 

島田委員  …ずば抜けた才能を持つ子たちも財産と思いますので、抜群に才能のある

子どもたちに対する特別な研究はなされていますか。 

教育研究所長…学校教育課の学力向上対策で措置すべき内容と考えております｡ 
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（６）日程第３ 報告第３号 事務の臨時代理の報告について（小田原市市民学習フロ

ア条例） 

日程第４ 報告第４号 事務の臨時代理の報告について（小田原市公民館条例の

一部を改正する条例） 

提案理由説明…教育長・生涯学習課長 

江島教育長 …それでは、報告第３号及び第４号の２件の「事務の臨時代理の報告につ

いて」、一括して御説明申し上げます。市議会３月定例会に係る市民学習

フロア条例及び公民館条例の一部を改正する条例について、市長に対し

意見の申し出をいたしました。これは、小田原市教育委員会教育長に対

する事務委任等に関する規則第３条第１４号に基づく当会議の付議事項

でありますが、急施を要し、会議を開くことができませんでしたので、

同規則第４条第１項の規定により、事務を臨時に代理させていただきま

した。従いまして、同条第２項の規定により、御報告するものでござい

ます。細部につきましては、所管課長から御説明申し上げます。 

生涯学習課長…それでは、私から「小田原市市民学習フロア条例」及び｢小田原市公民館

条例の一部を改正する条例｣について御説明申し上げます。まず、小田原

市市民学習フロアにつきましては、小田原駅前ビル４階フロアの半分を

賃借いたしまして、現在、３月１９日の開所に向けて、準備を進めてい

るところでございます。開所後３月末日までは、市民の皆様や各種団体

の方々に施設の状況を広く知っていただくため、企画展や各種講座等を

開催し、施設を見学していただく予定でございますが、本年４月からの

本使用に向けて、このたび市民学習フロアの管理等に関し、必要な事項

を定める条例を制定するものでございます。それでは、恐れ入りますが、

お手元の資料の１ページを御覧いただきたいと存じます。まず、制定の

理由でございますが、市民が行う芸術文化活動及び学習活動等の場を提

供し、もって生涯学習の振興を図ることを、小田原市市民学習フロアの

設置目的といたしまして、その設置、管理等に関し、必要な事項を定め

るものでございます。次に、条例の内容でございますが、第１条におき

まして、施設の名称を「小田原市市民学習フロア」とし、その位置（所
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在地）を小田原市栄町一丁目２番１号とするものでございます。次に、

第２条におきましては、使用時間を午前９時から午後９時３０分までと

し、第３条では、休館日を１月１日から同月３日まで及び１２月２８日

から同月３１日までの年末年始７日間とするものでございます。次に、

第４条におきましては、施設の使用許可について、市民学習フロアの施

設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない

と定めるものでございます。また、第５条及び別表におきましては、使

用料について定め、多目的室、学習室、展示コーナー、それぞれ使用料

を徴収するものでございます。また、その使用時間区分を、午前９時か

ら正午、午後１時から午後５時、午後６時から午後９時３０分の３区分

とし、議案説明資料に記載いたしております使用料を、使用許可の際に

納付していただくこととするものでございます。ただし、展示コーナー

につきましては、その使用状況等を勘案し、使用時間区分を１日単位と

するものでございます。次に、第６条から第１３条までは、使用料の減

免、使用許可の取消し、目的外使用等の禁止、入館制限等、市民学習フ

ロアの使用、管理等に関し必要な事項を定めるものでございます。なお、

この条例は、平成１７年４月１日から施行するものでございます。以上

で、「小田原市市民学習フロア条例」についての説明を終わらせていただ

きます。続きまして、「小田原市公民館条例の一部を改正する条例」につ

きまして、御説明申し上げます。本市では、市民の様々な生涯学習活動

を支援するとともに、生涯学習施設等の利便性を高め、市民サービスの

向上を図るため、公民館を始め、図書館、総合体育館等の生涯学習部所

管の施設におきまして定期休館日に定めておりました月曜日を、平成 

１７年４月から一斉に開館し、月曜開館を実施する予定でございます。

これに伴い、条例に定期休館日を定めております、小田原市公民館条例

の一部を改正しようとするものでございます。恐れ入りますが、お手元

の資料１ページを御覧いただきたいと存じます。まず、本条例の改正理

由でございますが、利用者の利便性の向上を図るため、変更するもので

ございます。次に、その内容でございますが、小田原市中央公民館、国

府津公民館、中央公民館分館７館におきましては、現行では、議案の表
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中（改正前）のとおり、休館日を定めておりますが、改正後は、保守点

検等のための毎月の第４月曜日と年末年始を休館日に定め、月曜開館を

実施するものでございます。なお、この条例は、平成１７年４月１日か

ら施行するものでございます。なお、図書館等他の施設につきましては、

定期休館日を教育委員会規則で定めておりますので、条例改正の必要は

ありません。以上で、「小田原市市民学習フロア条例」及び「小田原市公

民館条例の一部を改正する条例」につきましての説明を終わらせていた

だきます。 

島田委員  …市民学習フロアの受付はどのくらい前ですか。 

生涯学習課長…３ヶ月前の初日です｡ 

 

職員の入れ替え 

退室 学校保健課長、教育研究所長、生涯学習部長、生涯学習部次長、生涯学習課長、

青少年課長、文化財保護課長、スポーツ課長、図書館長 

（横田委員も所要のため退室） 

 

残る 学校教育部長、学校教育部次長、教育総務課長、学校教育課長、学校教育課長補

佐（学事）、学校教育課長補佐（指導） 

 

（７）日程第５ 議案第１号 通学区域の弾力的運用について 

提案理由説明…教育長・学校教育課長 

江島教育長 …それでは、議案第１号「通学区域の弾力的運用について」を御説明申し

上げます。小田原市学区審議会からの答申に基づき、通学区域の弾力的

運用について議決を求めるものでございます。細部につきましては、所

管課長から御説明申し上げます。 

学校教育課長…それでは、通学区域の弾力的運用についてご説明させていただきます。

これまでにも、何度かご報告をさせていただいておりますように、本市

では平成１５年１１月に小田原市にふさわしい学区のあり方を検討して

いただくために、「小田原市学区審議会」を設置し、約１年３ヶ月にわた

り、計６回にわたり審議をしていただき、先日、２月９日に教育委員会
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に対して審議会からの答申をいただきました。答申につきましては、お

配りさせていただいております資料３ページをご覧下さい。答申の要旨

と致しましては、小田原市では地域とのつながりを大切にしていくべき

との考えから、学校選択制は見送り、その代わり、通学区域の弾力的運

用の拡大を図り対処すべきではないか。４ページも併せて御覧ください｡

さらには、地域的に児童生徒数が少なくなっている地域については、小

規模特認校制度導入についても検討していくべきではないか。というも

のでした。８ページから１３ページを御覧ください｡この答申を受けまし

て、市としてもこれまで内規という形で運用してきました「指定変更」

「区域外就学」といった、通学区域の弾力的運用部分の見直しを図り、

現在の社会状況に即した、また、問題を抱えた保護者や子どもたちの要

望にもできるだけ柔軟に対応ができるよう、資料１ページ及び２ページ

の左側にあります現行の基準を右側のような基準に改正し実施していき

たいと考えております。主な見直しのポイントと致しましては、まず１

つ目として、学期途中での転居により学区が変わってしまった場合に、

これまでは、原則その学期末までしか従前の学校への通学を認めていま

せんでしたが、保護者の希望によっては、通学に支障がないと認められ

れば、卒業まで従前の学校への通学を認めるというものです。２つ目と

しては、両親共働きなどにより子どもたちが下校後自宅に戻ると一人き

りになってしまうため、親戚や知人宅のある学区の学校に通学を認める

というものでございますが、これも今まではその子どもが小学校までし

か認めておりませんでしたが、これを申請があれば中学卒業まで認めよ

うというものでございます。３つ目と致しましては、既に何らかの理由

により兄や姉が本来の学区以外の学校への通学を認められ通学している

場合に、その兄弟姉妹と同じ学校へ通学を認めようというものでござい

まして、改正することにより保護者等の負担軽減にもなると思われます。

４点目としては、従前のその他の部分を教育的配慮という事で、いじめ・

不登校といった子ども自身に係わる部分のほかに、家庭の事情を加え、

より柔軟な対応ができるようにしたものでございます。以上が今回の改

正の主な内容になります。これらの改正につきましては、要綱という形
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で整備をし、平成１７年度から実施をしてまいりたいと考えております。

学区審議会からの答申の中では、ただ今ご説明させていただいた他にも、

通学距離や中学校においては部活動によって指定変更を認めてはどうで

あろうかというご意見もいただきました。また、先ほど答申の要旨のご

説明をさせていただいた際にも少し出ておりました、小規模特認校制度

導入についても、早期に導入を図ってはどうかというご意見もいただい

ていておりますが、これらにつきましては、実施に向けた課題がいくつ

かあります。資料６ページ及び７ページに問題点としてあげさせていた

だいておりますのでご覧ください。例えば、小規模特認校制度につきま

しては、まず定義をどのように捉えるか、また、受け入れ人数の設定を

どうするのか、地域との調整はどうするのかといった問題があります。

最寄り校通学についても、単に距離的な近さだけで認めても良いのか、

特定の学校に希望が集中し教室が不足したりしないかといった問題もあ

ります。部活動についても保護者や子どもが希望したからといって全て

認めて良いのか、人事異動で顧問が異動し廃部となった場合はなど様々

な問題があると思います。従いまして、これらの問題については平成 

１７年度から実施するのではなく、教育委員会内部で更に検討をさせて

いただき、問題点が解消されれば随時導入していきたいという考えでお

ります。以上で今回の通学区域の弾力的運用についての説明を終わらせ

ていただきます。ご協議の程よろしくおねがい致します。 

桑原委員  …６ページの小規模特認校最寄り校通学の実施年度はいつですか。 

学校教育課長…平成１７年度に導入年度について検討します。 

安藤委員長 …特色ある教育課程の学校は、他学区の子どもや保護者を引きつけ、市内

全域からの通学を認めた場合、子どもの人数が少ない学校はますます子

どもが減少しないでしょうか。 

学校教育課長…最寄り校通学が可能になった場合や、例えば片浦小が小規模特認校にな

った場合において、片浦小がいかに特色を出していくか、通学困難な面

を考え合わせると、実際どれだけの子が希望してくるか不透明です｡ 

安藤委員長 …学校を存続させたい地域住民と特色ある学校に通学したい子ども、させ

たい保護者はどう共存すれば良いのでしょうか。 
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江島教育長 …小田原市の学校は地域性に基づき特色があるので、統廃合は難しいので

す。小規模特認校になったときに、少人数学級で学びたい、例えば市で

唯一金管バンドがある片浦小に通学したい、というように各校を特色づ

け、後は、子どもが通いたい、保護者が通わせたい学校を選択すること

を想定しています｡他の大規模校に行きたい子どももいるとは思います

が、地域は学校を存続させたい想いが一般的です｡ 

安藤委員長 …保育園、幼稚園から小中学校まで新らたな子どもが入って来ない閉ざさ

れた人間関係でいじめにあった子どものケースがありましたが、難しい

ですね。 

桑原委員  …小規模の真鶴町岩小学校に行った際に、１人１人がとても伸び伸びして

とってもいいなと感じました。人数規模の問題ではなく、この学校はこ

の特色があるから選んだというようになれば良いですね。 

島田委員  …片浦小は、学校だよりを読むと、とっても個性が伸ばされているように

見えますので桑原委員のいう特色ある学校になりそうですね。 

 

採決…全員賛成により原案のとおり可決 

 

（８）日程第６ 議案第２号 ２学期制研究実践校の学期及び休業日の承認について 

提案理由説明…教育長・学校教育課長 

江島教育長 …それでは、議案第２号「２学期制研究実践校の学期及び休業日の承認に

ついて」を御説明申し上げます。小田原市立小学校及び中学校の管理運

営に関する規則第２条第３項及び第３条第２項に基づき、平成１７年度

の学期及び休業日について、承認を求めるものでございます。細部につ

きましては、所管課長から御説明申し上げます。 

学校教育課長…それでは、議案第２号「２学期制研究実践校の学期及び休業日の承認に

ついて」説明をいたします。平成１７年度に２学期制を実施し、学期及

び休業日を変更することの申請が、別紙資料のとおり、小学校５校、中

学校１校からありました。これらの申請内容をまとめたものが資料の１

枚目にございますので、ご覧ください。申請のありました学校は、今年

度と同様で、小学校は、千代、下曽我、曽我、報徳、豊川の各小学校、
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中学校は、白山中学校でございます。今年度と異なる点を中心に説明を

させていただきますと、先ず、申請のあった学校全部が秋休みを取らな

いことがあげられます。これにつきましては、実践校の連絡会におきま

して、過ごしやすく勉強に集中できる秋に、休みを取ることはどうか、

といった意見や、保護者が休みを取りにくいといった意見が出されたも

のです。２点目として、１学期と２学期の学期の区切りですが、１０月

８日から１０日の３連休を１学期に含めている学校（千代、下曽我、曽

我、報徳）、２学期に含めている学校（白山）、３連休の真中で区切って

いる学校（豊川）がございます。３点目としまして、夏季休業の取り方

が、白山中は他校より２日早くしまして７月１９日から８月２９日で、

他の学校は７月２１日から８月３１日となっております。これは、７月

の１６、１７、１８が３連休となっておりますので、区切りの良い１９

日からということと、７月中旬の暑いときより、多少すごしやすくなっ

た８月下旬から授業を開始するというものです。以上です。 

安藤委員長 …白山中の夏季休業は８月３１日まででなく、２９日までなのはどうでし

ょうか。 

学校教育課長…市内中学は全校１年間の授業時数を同じにするとの考えのもと、夏季休

業開始日が２日早まれば、終了日も２日早くなるとの考えによると思わ

れます｡ 

江島教育長 …白山中で８月３０日から学校が始まるのは、中学は９月にスポーツ関係

行事が多いので、その点を踏まえて前倒ししたかもしれません。 

島田委員  …保護者の抵抗はありましたか。 

学校教育課長…２学期制の学校では保護者にアンケートを取っており、全員が賛成では

ありませんでしたが、実施前に比べると２学期制をやってよかったとい

う意見が大半でした。 

 

採決…全員賛成により原案のとおり可決 

 

（９）委員長閉会宣言 
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   平成１７年   月   日 

 

委   員   長 

 

 

署名委員（島田委員） 

 

 

署名委員（桑原委員） 


